
 

 

平成２３年２月１６日  

 情報通信行政・郵政行政審議会 電気通信事業部会 

  部会長  根 岸  哲 殿 

 

                       接 続 委 員 会 

                          主 査    東 海  幹 夫 

 

 

報 告 書（案） 

 

 

平成２２年１２月１４日付け諮問第３０２７号をもって諮問された事案について、調査の結果、

下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 本件、第二種指定電気通信設備接続会計規則については、諮問のとおり制定することが適

当と認められる。 

 

２  なお、提出された意見及びそれに対する当委員会の考え方は、別添のとおりである。 
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第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
会

計
規

則
の

制
定

に
対

す
る

意
見

及
び

そ
の

考
え

方
（
案

）
 

  

意
 

 
 

見
 

再
 

 
意

 
 

見
 

考
 

 
え

 
 

方
（
案

） 

意
見

１
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
制

度
を

撤
廃

又
は

指

定
要

件
の

見
直

し
を

図
る

べ
き

。
 

再
意

見
１

 
考

え
方

１
 

○
 

接
続

料
の

算
定

の
適

正
性

・
透

明
性

の
向

上
を

図
る

こ
と

は
当

然
重

要
で

す
が

、
移

動
体

の
よ

う
な

設
備

競
争

が
機

能
し

て
い

る
市

場
環

境
下

で
は

、
各

事
業

者
が

自
ず

と
効

率
的

な
設

備
構

築
・
運

用
を

図
っ

て
い

く
こ

と
に

な
る

た
め

、

ボ
ト

ル
ネ

ッ
ク

設
備

が
存

在
す

る
固

定
市

場
の

よ
う

に
規

制

を
課

す
る

必
要

性
は

認
め

ら
れ

ま
せ

ん
。

こ
の

た
め

、
接

続

料
規

制
を

含
む

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
制

度
は

基

本
的

に
不

要
で

あ
り

、
本

来
、

事
業

者
間

の
協

議
に

よ
る

自
主

的
な

ル
ー

ル
に

委
ね

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。
 

し
か

し
、

５
０

％
近

い
シ

ェ
ア

を
有

し
市

場
支

配
力

を
持

つ

事
業

者
に

対
し

て
行

為
規

制
を

課
す

こ
と

に
つ

い
て

は
、

一

定
の

合
理

性
が

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

た
め

、
継

続
す

べ
き

と

考
え

ま
す

。
従

っ
て

、
モ

バ
イ

ル
市

場
に

お
け

る
規

制
に

つ

い
て

は
、

市
場

支
配

力
の

あ
る

事
業

者
に

対
す

る
現

行
の

行
為

規
制

以
外

は
撤

廃
す

べ
き

と
考

え
ま

す
。

 

な
お

、
市

場
の

競
争

状
況

が
変

化
し

て
い

る
に

も
か

か

わ
ら

ず
、

設
備

シ
ェ

ア
２

５
％

と
い

っ
た

硬
直

的
な

閾
値

の

み
で

規
制

の
適

用
を

判
断

す
る

こ
と

は
、

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
制

度
の

規
制

を
受

け
な

い
事

業
者

（
以

下

「
非

指
定

携
帯

事
業

者
」
と

い
い

ま
す

。
）
の

接
続

料
が

高

止
ま

り
す

る
な

ど
市

場
全

体
を

歪
ま

せ
る

恐
れ

が
あ

る
た

め
、

基
本

的
に

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

制
度

を
撤

廃
す

る
こ

と
が

必
要

と
考

え
ま

す
が

、
仮

に
撤

廃
さ

れ
な

い

の
で

あ
れ

ば
、

実
態

を
踏

ま
え

、
適

時
適

切
に

見
直

す
べ

―
 

○
 

「
電

気
通

信
市

場
の

環
境

変
化

に
対

応
し

た
接

続
ル

ー

ル
の

在
り

方
に

つ
い

て
」
（
平

成
2
1
年

1
0
月

1
6
日

情
報

通

信
審

議
会

答
申

。
以

下
「
接

続
ル

ー
ル

答
申

」
と

い
う

。
）
に

示
さ

れ
た

と
お

り
、

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
制

度

（
以

下
「
二

種
指

定
制

度
」
と

い
う

。
）
は

、
電

波
の

有
限

希

少
性

及
び

相
対

的
に

多
数

の
端

末
シ

ェ
ア

に
起

因
し

て
、

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
を

設
置

す
る

電
気

通
信

事

業
者

（
以

下
「
二

種
指

定
事

業
者

」
と

い
う

。
）
が

接
続

協
議

に
お

い
て

強
い

交
渉

力
を

有
し

、
事

業
者

間
協

議
で

は
合

理
的

な
条

件
で

の
合

意
が

期
待

し
に

く
い

構
造

が
形

成
さ

れ
て

い
る

点
に

着
目

し
て

設
け

ら
れ

た
も

の
で

あ
る

。
 

な
お

、
二

種
指

定
事

業
者

に
指

定
す

る
端

末
シ

ェ
ア

の

閾
値

（
２

５
％

）
に

つ
い

て
は

、
他

に
採

用
す

べ
き

合
理

的
な

割
合

も
存

在
し

な
い

こ
と

か
ら

、
現

時
点

で
こ

の
考

え
方

を

変
更

す
る

積
極

的
理

由
は

認
め

ら
れ

な
い

が
、

二
種

指
定

制
度

の
規

制
根

拠
に

つ
い

て
は

、
総

務
省

が
指

定
電

気
通

信
設

備
制

度
の

包
括

的
な

見
直

し
を

行
う

場
合

に
、

当
該

見
直

し
の

中
で

改
め

て
検

証
を

行
う

こ
と

が
適

当
で

あ
る

。
 

（
別
添
）
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き
と

考
え

ま
す

。
 

（
Ｋ

Ｄ
Ｄ

Ｉ）

意
見

２
 

省
令

（
案

）
に

賛
成

。
今

後
に

お
い

て
も

、
市

場
環

境

に
応

じ
て

、
二

種
指

定
制

度
の

定
義

や
規

制
レ

ベ
ル

の
見

直
し

等
を

適
宜

行
う

べ
き

。
 

再
意

見
２

 
考

え
方

２
 

○
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
制

度
（
以

下
、

「
二

種
指

定

制
度

」
）
は

、
競

争
促

進
施

策
の

観
点

か
ら

、
市

場
支

配
力

を
有

す
る

事
業

者
を

第
二

種
指

定
電

気
通

信
事

業
者

と

し
、

よ
り

公
正

な
競

争
が

促
進

さ
れ

る
よ

う
接

続
料

な
ど

接

続
条

件
に

関
す

る
公

平
性

及
び

透
明

性
を

確
保

す
る

こ
と

を
基

本
と

し
て

2
0
0
1
年

に
制

定
さ

れ
た

ル
ー

ル
で

す
が

、
必

ず
し

も
実

効
性

を
伴

う
も

の
で

は
な

か
っ

た
と

考
え

て
い

ま

す
。

 

今
般

、
二

種
指

定
制

度
の

運
用

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
引

き
続

い
て

、
接

続
会

計
規

則
を

制
定

し
て

接
続

料
算

定
の

適
正

性
確

保
を

図
っ

た
こ

と
は

、
二

種
指

定
制

度
の

規
制

の
実

効
性

を
高

め
る

時
機

を
捉

え
た

施
策

と
し

て
適

切
で

あ
り

賛
同

い
た

し
ま

す
。

 

今
後

に
お

い
て

も
、

市
場

環
境

に
応

じ
て

、
二

種
指

定
制

度
の

定
義

や
規

制
レ

ベ
ル

の
見

直
し

を
適

宜
行

う
こ

と
は

、

公
正

競
争

を
促

進
し

、
結

果
と

し
て

利
用

者
利

便
の

向
上

に
つ

な
が

る
も

の
と

考
え

ま
す

。
 

（
イ

ー
・
ア

ク
セ

ス
、

イ
ー

・
モ

バ
イ

ル
）

―
 

○
 

本
省

令
案

に
賛

成
の

御
意

見
と

し
て

承
る

。
な

お
、

二
種

指
定

制
度

の
見

直
し

に
つ

い
て

は
、

考
え

方
１

に
同

じ
。

 

意
見

３
 

非
二

種
指

定
事

業
者

も
、

二
種

指
定

事
業

者
と

同

様
に

会
計

情
報

を
公

開
す

る
べ

き
。

 

再
意

見
３

 
考

え
方

３
 

○
 

非
指

定
携

帯
事

業
者

の
会

計
情

報
公

開
に

つ
い

て
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
制

度
が

撤
廃

さ
れ

な
い

の
で

あ
れ

ば
、

二
種

指
定

事
業

者
と

非
指

定
携

帯
事

業
者

と
の

競
争

上
の

公
平

性
が

損
な

わ
れ

な
い

よ
う

、
非

指
定

携
帯

事
業

者
の

接
続

料
算

定
に

係
る

会
計

デ
ー

タ
に

つ
い

て
も

、
二

種
指

定
事

業
者

と
同

様
に

公
表

す
る

こ
と

が
必

要

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。
 

（
Ｋ

Ｄ
Ｄ

Ｉ）

○
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
制

度
は

、
電

波
の

有
限

希

少
性

及
び

相
対

的
に

多
数

の
端

末
シ

ェ
ア

に
起

因
し

て
、

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
を

設
置

す
る

電
気

通
信

事

業
者

（
以

下
、

「
二

種
指

定
事

業
者

」
と

い
う

。
）
が

接
続

協

議
に

お
い

て
強

い
交

渉
力

を
有

し
、

事
業

者
間

協
議

で
は

合
理

的
な

条
件

で
の

合
意

が
期

待
し

に
く
い

構
造

が
形

成

さ
れ

て
い

る
点

に
着

目
し

て
、

市
場

支
配

力
を

有
す

る
事

業

者
の

市
場

支
配

力
行

使
を

抑
止

し
、

電
気

通
信

市
場

に
お

○
 

本
省

令
案

は
、

二
種

指
定

事
業

者
を

対
象

と
し

た
も

の

で
あ

る
が

、
二

種
指

定
事

業
者

以
外

の
事

業
者

に
つ

い
て

も
二

種
指

定
事

業
者

と
同

様
の

取
組

を
自

主
的

に
行

う
こ

と
が

期
待

さ
れ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

 

ま
た

、
情

報
開

示
に

つ
い

て
は

、
経

営
上

の
秘

密
に

関

す
る

情
報

が
含

ま
れ

得
る

こ
と

に
留

意
し

、
慎

重
に

検
討

す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 

3



    ○
 

当
社

は
、

今
回

の
意

見
募

集
の

対
象

で
あ

る
第

二
種

指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
会

計
規

則
（
案

）
に

つ
い

て
は

、
情

報
通

信
審

議
会

「
電

気
通

信
市

場
の

環
境

変
化

に
対

応
し

た
接

続
ル

ー
ル

の
在

り
方

に
つ

い
て

」
答

申
（
平

成
2
1

年

1
0

月
1
6

日
）
に

示
さ

れ
て

い
る

よ
う

に
、

接
続

料
算

定
の

透
明

性
向

上
や

検
証

可
能

性
の

向
上

に
必

要
な

も
の

と
考

え
て

お
り

、
本

省
令

案
が

制
定

さ
れ

た
際

に
は

、
適

正
に

対

応
を

行
っ

て
い

く
所

存
で

す
。

 

本
省

令
案

の
対

象
は

二
種

指
定

事
業

者
で

す
が

、
そ

も

そ
も

各
携

帯
事

業
者

の
接

続
料

水
準

は
、

円
滑

か
つ

公
正

な
接

続
の

観
点

か
ら

二
種

指
定

事
業

者
か

否
か

に
係

ら

ず
、

相
互

に
適

正
な

水
準

に
あ

る
こ

と
が

前
提

で
あ

り
、

本

省
令

案
に

規
定

さ
れ

る
接

続
に

関
す

る
会

計
の

整
理

・
公

表
に

つ
い

て
も

全
て

の
携

帯
事

業
者

を
対

象
と

す
る

こ
と

が

適
当

と
考

え
ま

す
。

 

こ
の

点
、

総
務

省
殿

に
お

い
て

も
「
新

た
な

会
計

制
度

は
、

二
種

指
定

事
業

者
を

対
象

と
し

た
も

の
で

あ
る

が
、

二

種
指

定
事

業
者

以
外

の
事

業
者

に
つ

い
て

も
二

種
指

定

事
業

者
と

同
様

の
取

組
を

自
主

的
に

行
う

こ
と

が
期

待
さ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

。
」
と

の
考

え
方

が
示

さ
れ

て
い

る

と
こ

ろ
で

す
。

 

 
※

「
電

気
通

信
市

場
の

環
境

変
化

に
対

応
し

た
接

続
ル

ー

ル
の

在
り

方
に

つ
い

て
 
答

申
（
案

）
へ

の
意

見
及

び
こ

れ

に
対

す
る

考
え

方
」
考

え
方

４
３

 

し
た

が
っ

て
、

二
種

指
定

事
業

者
以

外
の

事
業

者
の

接

続
料

算
定

の
取

り
組

み
状

況
を

注
視

し
つ

つ
、

取
り

組
み

が
不

十
分

な
場

合
に

は
直

ち
に

二
種

指
定

事
業

者
化

の

検
討

を
進

め
る

べ
き

と
考

え
ま

す
。

 

（
Ｎ

Ｔ
Ｔ

ド
コ

モ
）

け
る

公
正

競
争

環
境

を
整

備
す

る
た

め
に

設
け

ら
れ

た
制

度
で

す
。

 

ま
た

、
「
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

制
度

の
運

用
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
の

事
例

等
、

必
ず

し
も

法
制

度
趣

旨

と
は

合
致

し
な

い
形

で
運

用
指

針
が

示
さ

れ
る

こ
と

で
、

二

種
指

定
事

業
者

と
二

種
指

定
事

業
者

以
外

の
事

業
者

（
以

下
、

「
非

二
種

指
定

事
業

者
」
と

い
う

。
）
が

あ
た

か
も

同
一

の
規

制
対

象
で

あ
る

か
の

よ
う

に
扱

わ
れ

る
事

例
が

存
在

し
て

い
ま

す
。

 

今
回

の
省

令
案

に
対

す
る

N
T
T

ド
コ

モ
殿

や
K
D

D
I殿

意

見
の

よ
う

に
、

非
二

種
指

定
事

業
者

に
対

し
て

、
接

続
会

計

作
成

・
公

表
の

義
務

付
け

や
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

適
用

等
を

行

う
こ

と
は

、
本

来
、

二
種

指
定

事
業

者
を

規
制

す
べ

き
と

こ

ろ
を

非
二

種
指

定
事

業
者

に
対

し
て

も
規

制
を

強
化

す
る

も
の

で
あ

り
、

前
述

の
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

制
度

趣
旨

を
形

骸
化

さ
せ

る
恐

れ
が

あ
り

ま
す

。
 

総
務

省
殿

に
お

い
て

は
、

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備

制
度

の
本

来
の

趣
旨

を
踏

ま
え

、
本

省
令

案
は

、
二

種
指

定
事

業
者

と
非

二
種

指
定

事
業

者
を

明
確

に
区

分
し

て
、

制
度

運
用

を
図

る
べ

き
と

考
え

ま
す

。
 

な
お

、
一

般
的

な
競

争
法

の
整

理
に

お
い

て
は

市
場

シ

ェ
ア

が
4
0%

～
5
0%

の
閾

値
を

超
え

る
場

合
、

市
場

支
配

力

の
存

在
等

が
認

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
市

場
シ

ェ

ア
が

4
0%

～
50

%
を

超
え

る
二

種
指

定
事

業
者

に
対

し
て

は
、

更
な

る
情

報
公

開
義

務
を

課
す

等
の

二
段

階
の

規
制

導
入

に
つ

い
て

も
検

討
す

べ
き

と
考

え
ま

す
。

例
え

ば
、

N
T
T

ド
コ

モ
殿

の
2
00

9
年

度
ま

で
の

接
続

料
に

は
営

業

費
が

含
ま

れ
て

お
り

ま
し

た
が

、
営

業
費

以
外

の
不

適
切

な
費

用
の

算
入

等
は

、
当

該
規

制
導

入
に

よ
り

、
事

前
に

防
止

す
べ

き
も

の
と

考
え

ま
す

。
 （
ソ

フ
ト

バ
ン

ク
モ

バ
イ

ル
）

 ○
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
事

業
設

備
制

度
(以

下
、

二
種

な
お

、
接

続
ル

ー
ル

答
申

に
示

さ
れ

て
い

る
と

お
り

、
二

種
指

定
制

度
の

規
制

根
拠

に
つ

い
て

は
、

総
務

省
が

指
定

電
気

通
信

設
備

制
度

の
包

括
的

な
見

直
し

を
行

う
場

合

に
、

当
該

見
直

し
の

中
で

改
め

て
検

討
を

行
う

こ
と

が
適

当

で
あ

る
。
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指
定

制
度

)が
創

設
さ

れ
た

経
緯

に
留

意
す

る
必

要
が

あ

る
と

考
え

ま
す

。
二

種
指

定
制

度
は

、
平

成
１

２
年

『
接

続

ル
ー

ル
の

見
直

し
に

つ
い

て
』
答

申
に

お
い

て
、

市
場

支
配

力
を

有
す

る
移

動
体

事
業

者
の

交
渉

力
偏

在
に

よ
る

不
当

な
差

別
取

扱
い

や
不

適
正

な
接

続
料

設
定

を
防

止
し

、
接

続
条

件
を

透
明

化
す

る
こ

と
で

市
場

参
入

を
確

保
す

る
と

い
う

考
え

方
の

も
と

創
設

さ
れ

ま
し

た
。

 

そ
の

後
、

二
種

指
定

事
業

者
の

接
続

料
に

か
か

る
紛

争

処
理

案
件

も
発

生
し

た
こ

と
を

ふ
ま

え
、

接
続

料
算

定
に

お

け
る

適
正

性
・
透

明
性

の
向

上
を

図
る

目
的

で
、

二
種

指

定
制

度
の

運
用

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

及
び

本
会

計
規

則
が

制
定

さ
れ

る
に

至
っ

た
も

の
と

理
解

し
て

い
ま

す
。

 

こ
の

経
緯

を
ふ

ま
え

る
と

、
ま

ず
は

市
場

支
配

力
を

有
す

る
二

種
指

定
事

業
者

に
対

す
る

本
会

計
規

則
の

実
効

性
を

高
め

る
こ

と
が

、
今

後
の

本
会

計
規

則
の

意
義

上
で

最
も

重
要

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。
 

特
に

、
外

部
か

ら
の

検
証

可
能

性
等

に
つ

い
て

は
、

接

続
事

業
者

の
意

見
も

考
慮

し
、

定
期

的
な

検
証

及
び

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。
 

（
イ

ー
ア

ク
セ

ス
、

イ
ー

モ
バ

イ
ル

）

意
見

４
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
と

の
接

続
に

関
す

る

会
計

の
整

理
等

に
つ

い
て

内
容

を
定

め
る

本
省

令
が

事
業

者
に

と
っ

て
新

た
な

負
担

と
な

ら
な

い
よ

う
配

慮
す

る
べ

き
。

再
意

見
４

 
考

え
方

４
 

○
 

今
回

、
電

気
通

信
事

業
法

の
改

正
に

よ
り

、
第

二
種

指

定
電

気
通

信
設

備
と

の
接

続
に

関
す

る
会

計
の

整
理

や
、

当
該

接
続

に
関

す
る

収
支

の
状

況
等

の
公

表
が

義
務

付

け
ら

れ
、

そ
の

内
容

が
総

務
省

令
で

定
め

ら
れ

る
こ

と
と

な

り
ま

し
た

が
、

事
業

者
に

と
っ

て
新

た
な

負
担

と
な

ら
な

い
よ

う
配

慮
し

、
規

制
コ

ス
ト

増
大

の
抑

制
を

図
る

こ
と

が
重

要

で
す

。
ま

た
、

二
種

指
定

事
業

者
と

非
指

定
携

帯
事

業
者

間
の

公
正

な
競

争
環

境
が

担
保

さ
れ

る
よ

う
、

最
大

限
の

配
慮

が
必

要
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

 

（
Ｋ

Ｄ
Ｄ

Ｉ）

―
 

○
 

本
省

令
案

は
、

電
気

通
信

事
業

法
（
昭

和
5
9
年

法
律

第

8
6
号

）
に

お
い

て
、

他
の

電
気

通
信

事
業

者
と

の
接

続
協

議
に

お
い

て
強

い
交

渉
力

を
有

し
、

優
位

な
地

位
に

立
つ

二
種

指
定

事
業

者
に

求
め

ら
れ

る
、

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
と

の
接

続
に

関
し

二
種

指
定

事
業

者
が

取
得

す
べ

き
金

額
（
以

下
「
接

続
料

」
と

い
う

。
）
の

算
定

に
つ

い
て

適

正
性

・
透

明
性

の
向

上
に

資
す

る
た

め
の

会
計

の
整

理
の

方
法

等
を

定
め

る
も

の
で

あ
る

。
 

他
方

、
接

続
ル

ー
ル

答
申

に
お

い
て

、
「
現

在
整

理
が

義
務

付
け

ら
れ

て
い

る
電

気
通

信
事

業
会

計
を

ベ
ー

ス
と

5



   

し
た

会
計

制
度

で
あ

れ
ば

、
過

度
の

規
制

コ
ス

ト
の

増
大

に

は
な

ら
な

い
と

考
え

ら
れ

る
。

」
と

指
摘

さ
れ

て
い

る
こ

と
も

踏
ま

え
つ

つ
、

接
続

料
算

定
の

適
正

性
・
透

明
性

の
向

上

と
過

度
の

規
制

コ
ス

ト
の

抑
制

の
両

面
に

配
慮

す
る

こ
と

が

必
要

で
あ

る
。

 

な
お

、
本

省
令

案
は

、
電

気
通

信
事

業
会

計
で

作
成

し

て
い

る
貸

借
対

照
表

、
損

益
計

算
書

等
の

財
務

諸
表

に
加

え
、

移
動

電
気

通
信

役
務

損
益

明
細

表
を

ベ
ー

ス
と

し
た

接
続

料
算

定
上

の
配

賦
の

出
発

台
と

な
る

会
計

書
類

を
定

め
て

い
る

こ
と

等
か

ら
、

当
該

両
面

に
配

慮
し

て
い

る
も

の

と
認

め
ら

れ
る

。
 

意
見

５
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
会

計
規

則
に

お

い
て

も
、

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
会

計
規

則
と

同
様

、
設

備
区

分
別

に
分

計
し

た
情

報
が

必
要

で
あ

る
。

 

再
意

見
５

 
考

え
方

５
 

○
 

接
続

会
計

規
則

案
に

お
い

て
も

第
一

種
指

定
制

度
で

定

め
て

い
る

「
固

定
資

産
帰

属
明

細
表

」
又

は
「
設

備
区

分
別

費
用

明
細

表
」
と

同
様

に
、

「
基

地
局

」
、

「
加

入
系

交
換

局
」
、

「
中

継
系

交
換

局
」
、

「
基

地
局

～
加

入
系

交
換

局
間

伝
送

路
」
、

「
加

入
系

交
換

局
～

中
継

系
交

換
局

間
伝

送

路
」
等

の
設

備
別

、
更

に
役

務
別

(音
声

伝
送

･デ
ー

タ
伝

送
)に

分
計

し
た

情
報

が
、

接
続

料
算

定
の

透
明

性
を

確
保

す
る

上
で

必
要

と
考

え
ま

す
。

 

ま
た

、
次

の
計

算
式

の
通

り
事

業
者

間
接

続
料

金
単

価

を
算

出
す

る
上

で
要

す
る

分
母

の
「
需

要
」
の

取
り

扱
い

は

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
基

づ
き

貴
省

報
告

に
留

ま
り

公
表

義
務

は

あ
り

ま
せ

ん
。

「
需

要
」
に

つ
い

て
も

今
回

の
接

続
会

計
規

則
案

の
報

告
対

象
に

追
加

し
、

公
表

さ
れ

る
べ

き
情

報
と

考
え

ま
す

。
 

接
続

料
金

の
単

価
＝

接
続

コ
ス

ト
÷

 需
要

(ト
ラ

ヒ
ッ

ク
量

) 

な
お

、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

報
告

事
項

で
は

「
自

網
内

呼
の

通
信

時
間

」
、

「
相

互
接

続
呼

の
通

信
時

間
」
別

の
み

で
す

が
、

検
証

に
資

す
る

た
め

更
に

設
備

区
分

別
の

報
告

が
適

当
で

す
。

 

―
 

○
 

考
え

方
４

に
同

じ
。
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（
フ

ュ
ー

ジ
ョ

ン
･コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

ズ
）

意
見

６
 

個
別

注
記

の
必

要
性

及
び

必
要

性
が

明
確

に
な

ら

な
い

個
別

注
記

に
つ

い
て

は
、

省
略

を
可

能
と

す
る

べ
き

。

再
意

見
６

 
考

え
方

６
 

○
 

個
別

注
記

の
必

要
性

の
確

認
に

つ
い

て
 

個
別

注
記

表
に

は
、

１
～

１
４

の
注

記
を

記
載

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
ま

す
が

、
そ

れ
ぞ

れ
の

個
別

注
記

が
、

接
続

料

の
適

正
性

・
透

明
性

の
向

上
に

ど
の

よ
う

に
役

立
つ

の
か

、

必
要

性
を

明
確

に
す

る
必

要
が

あ
る

と
考

え
ま

す
。

な
お

、

必
要

性
が

明
確

に
な

ら
な

い
個

別
注

記
に

つ
い

て
は

、
省

略
を

可
能

と
す

る
べ

き
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

 

（
Ｋ

Ｄ
Ｄ

Ｉ）

―
 

○
 

本
省

令
案

の
個

別
注

記
表

に
お

け
る

各
注

記
は

、
二

種

指
定

事
業

者
が

作
成

・
公

表
を

求
め

ら
れ

る
貸

借
対

照

表
、

損
益

計
算

書
等

に
係

る
詳

細
な

情
報

を
提

供
す

る
も

の
で

あ
り

、
接

続
料

算
定

の
検

証
を

行
う

者
に

と
っ

て
、

当

該
事

業
者

の
収

支
の

状
況

が
よ

り
明

ら
か

と
な

る
こ

と
か

ら
、

接
続

料
算

定
の

透
明

性
・
適

正
性

の
向

上
に

資
す

る

も
の

と
認

め
ら

れ
る

。
 

な
お

、
本

省
令

案
の

個
別

注
記

表
に

お
い

て
は

、
電

気

通
信

事
業

会
計

を
ベ

ー
ス

と
し

つ
つ

も
、

株
主

資
本

等
変

動
計

算
書

に
関

す
る

注
記

等
接

続
料

算
定

と
の

関
係

が

希
薄

で
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
そ

の
作

成
・
公

表
を

求
め

て
い

な
い

。
 

意
見

７
 

同
様

の
会

計
を

複
数

作
成

す
る

こ
と

は
、

監
査

を
受

け
直

す
こ

と
が

必
要

と
な

る
た

め
、

事
業

者
に

と
っ

て
大

変

な
負

担
と

な
っ

て
お

り
、

少
な

く
と

も
、

電
気

通
信

事
業

会
計

及
び

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
会

計
に

つ
い

て

は
、

両
者

を
連

携
さ

せ
、

簡
素

化
を

図
る

べ
き

。
 

再
意

見
７

 
考

え
方

７
 

○
 

行
政

の
効

率
化

に
つ

い
て

 

現
在

当
社

で
は

、
会

社
法

会
計

、
金

融
商

品
取

引
法

会

計
、

税
務

会
計

、
電

気
通

信
事

業
会

計
を

作
成

し
て

い
ま

す
が

、
今

回
の

省
令

改
正

に
よ

り
、

こ
れ

ら
に

第
二

種
指

定

電
気

通
信

設
備

接
続

会
計

が
加

わ
る

こ
と

と
な

り
ま

す
。

 

根
拠

法
が

異
な

る
と

は
い

え
、

同
様

の
会

計
を

複
数

作

成
す

る
こ

と
は

、
全

く
同

じ
内

容
の

会
計

で
あ

っ
て

も
、

改
め

て
そ

の
内

容
を

全
て

確
認

し
直

し
た

後
に

、
監

査
を

受
け

直

す
こ

と
が

必
要

に
な

る
た

め
、

我
々

事
業

者
に

と
っ

て
大

変

な
負

担
と

な
っ

て
お

り
ま

す
。

行
政

に
お

い
て

は
、

省
庁

間

の
連

携
を

深
め

、
同

じ
内

容
の

会
計

資
料

に
つ

い
て

は
参

照
す

る
こ

と
に

よ
り

省
略

を
可

能
と

す
る

等
、

規
制

コ
ス

ト
削

減
及

び
我

々
民

間
の

規
制

対
応

コ
ス

ト
削

減
に

つ
な

が
る

―
 

○
 

接
続

ル
ー

ル
答

申
に

示
さ

れ
て

い
る

と
お

り
、

現
在

整
理

が
義

務
付

け
ら

れ
て

い
る

電
気

通
信

事
業

会
計

を
ベ

ー
ス

と
し

た
会

計
制

度
で

あ
れ

ば
、

過
度

の
規

制
コ

ス
ト

の
増

大

に
は

な
ら

な
い

と
考

え
ら

れ
る

が
、

御
意

見
に

つ
い

て
は

、

今
後

検
討

を
行

う
際

の
参

考
と

さ
せ

て
い

た
だ

き
た

い
。

 

な
お

、
本

省
令

案
の

運
用

に
当

た
っ

て
は

、
監

査
に

係

る
事

業
者

の
コ

ス
ト

等
に

留
意

す
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

。
 

7



   

効
率

化
を

積
極

的
に

進
め

る
べ

き
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

 

少
な

く
と

も
、

電
気

通
信

事
業

会
計

及
び

第
二

種
指

定

電
気

通
信

設
備

接
続

会
計

に
つ

い
て

は
、

い
ず

れ
も

総
務

省
の

管
轄

法
令

に
基

づ
く

も
の

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

両
者

を

連
携

さ
せ

簡
素

化
を

図
る

べ
き

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。
 

（
Ｋ

Ｄ
Ｄ

Ｉ）

意
見

８
 

今
後

諸
々

の
会

計
基

準
の

見
直

し
等

に
伴

い
、

会

社
法

会
計

等
に

お
い

て
財

務
諸

表
注

記
の

う
ち

、
連

結
注

記
上

の
記

載
が

あ
れ

ば
、

個
別

注
記

へ
の

記
載

が
省

略

可
能

と
な

る
項

目
が

増
加

し
た

場
合

に
は

、
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

会
計

規
則

に
お

け
る

個
別

注
記

へ

の
追

加
記

載
も

不
要

と
す

る
等

の
配

慮
を

す
る

べ
き

。
 

再
意

見
８

 
考

え
方

８
 

○
 

今
後

の
追

加
規

制
へ

の
懸

念
に

つ
い

て
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
会

計
に

つ
い

て
は

、

今
後

、
事

業
者

に
こ

れ
以

上
の

追
加

的
な

負
担

を
与

え
な

い
よ

う
に

運
用

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

 

例
え

ば
、

今
後

諸
々

の
会

計
基

準
の

見
直

し
等

に
伴

い
、

会
社

法
会

計
等

に
お

い
て

財
務

諸
表

注
記

が
追

加
的

に
必

要
と

な
る

可
能

性
が

あ
り

ま
す

が
、

連
結

注
記

上
の

記
載

が
あ

れ
ば

、
個

別
注

記
へ

の
記

載
が

省
略

可
能

と
い

う
項

目
が

増
加

す
る

こ
と

が
予

想
さ

れ
ま

す
。

そ
の

よ
う

な

場
合

に
は

、
連

結
注

記
を

作
成

し
て

い
る

事
業

者
負

担
の

増
大

を
招

か
な

い
よ

う
、

こ
れ

に
伴

う
第

二
種

指
定

電
気

通

信
設

備
接

続
会

計
に

お
け

る
個

別
注

記
の

追
加

は
不

要
と

す
る

等
の

配
慮

が
必

要
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

 

（
Ｋ

Ｄ
Ｄ

Ｉ）

―
 

○
 

御
意

見
に

つ
い

て
は

、
今

後
の

会
計

基
準

の
見

直
し

等

に
伴

う
本

省
令

の
見

直
し

に
際

し
参

考
と

さ
せ

て
い

た
だ

き

た
い

。
 

な
お

、
当

該
見

直
し

に
当

た
っ

て
は

、
本

省
令

の
目

的
、

規
制

コ
ス

ト
等

個
々

の
事

案
を

巡
る

状
況

を
踏

ま
え

て
検

討
を

行
う

こ
と

が
適

当
で

あ
る

。
 

意
見

９
 

一
種

指
定

事
業

者
が

提
出

す
る

情
報

に
、

一
種

指

定
事

業
者

の
経

営
上

の
秘

密
に

当
た

る
情

報
が

含
ま

れ
る

場
合

で
あ

っ
て

も
、

公
表

範
囲

に
つ

い
て

は
総

務
省

が
関

与
し

厳
正

に
判

断
す

る
べ

き
。

 

再
意

見
９

 
考

え
方

９
 

○
 

情
報

の
公

表
範

囲
の

判
断

に
つ

い
て

 

今
回

の
総

務
省

令
に

お
い

て
、

二
種

指
定

事
業

者
は

、

接
続

会
計

報
告

書
等

を
総

務
省

へ
提

出
し

、
そ

の
写

し
を

○
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
制

度
と

異
な

り
、

第
一

種

指
定

電
気

通
信

設
備

制
度

の
規

制
根

拠
が

設
備

の
不

可

欠
性

（
ボ

ト
ル

ネ
ッ

ク
性

）
に

あ
る

こ
と

を
踏

ま
え

れ
ば

、

○
 

御
意

見
は

、
第

一
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
設

置
す

る

事
業

者
の

経
営

上
の

秘
密

に
属

す
る

情
報

に
係

る
も

の
で

あ
り

、
本

省
令

案
と

は
直

接
関

係
が

な
い

も
の

で
あ

る
が

、

8



   

公
表

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

ま
す

。
接

続
会

計

報
告

書
等

に
は

二
種

指
定

事
業

者
の

経
営

上
の

秘
密

に

あ
た

る
情

報
が

含
ま

れ
る

場
合

が
あ

り
ま

す
が

、
そ

れ
ら

情

報
の

公
表

範
囲

は
総

務
省

が
関

与
し

判
断

さ
れ

て
い

ま

す
。

 

一
方

で
、

一
種

指
定

事
業

者
が

総
務

省
へ

提
出

す
る

情

報
に

つ
い

て
は

、
二

種
指

定
事

業
者

が
提

出
す

る
情

報
以

上
に

透
明

性
が

確
保

さ
れ

る
必

要
が

あ
る

と
考

え
ま

す
。

従
っ

て
、

一
種

指
定

事
業

者
が

総
務

省
へ

提
出

す
る

情
報

に
、

一
種

指
定

事
業

者
の

経
営

上
の

秘
密

に
あ

た
る

情
報

が
含

ま
れ

る
場

合
で

あ
っ

て
も

、
そ

の
公

表
範

囲
は

総
務

省
が

関
与

し
厳

正
に

判
断

す
る

べ
き

で
あ

る
と

考
え

ま
す

。

（
Ｋ

Ｄ
Ｄ

Ｉ）

K
D

D
I殿

の
主

張
す

る
と

お
り

一
種

指
定

事
業

者
が

総
務

省

殿
へ

提
供

す
る

情
報

の
公

表
範

囲
は

よ
り

一
層

の
透

明
性

が
確

保
さ

れ
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

 

総
務

省
殿

に
お

い
て

は
、

一
種

指
定

事
業

者
が

公
表

す

る
情

報
に

つ
い

て
、

よ
り

高
次

の
透

明
性

の
確

保
を

図
る

べ
く

、
早

急
に

情
報

公
表

範
囲

見
直

し
の

検
討

等
を

開
始

す
べ

き
と

考
え

ま
す

。
 

（
ソ

フ
ト

バ
ン

ク
モ

バ
イ

ル
）

参
考

と
さ

せ
て

い
た

だ
き

た
い

。
 

意
見

1
0
 

「
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

制
度

の
運

用
に

関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
を

省
令

化
す

べ
き

。
 

再
意

見
1
0
 

考
え

方
1
0
 

○
 

今
回

の
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

規
則

会
計

規
則

案
は

、
｢電

気
通

信
市

場
の

環
境

変
化

に
対

応
し

た
接

続

ル
ー

ル
の

在
り

方
に

つ
い

て
｣答

申
(2

0
0
9

年
1
0

月
1
6

日

付
)に

基
づ

き
、

接
続

料
算

定
の

透
明

性
向

上
の

一
環

と
し

て
、

制
定

さ
れ

た
こ

と
と

理
解

い
た

し
ま

す
。

 

現
在

の
携

帯
電

話
市

場
は

、
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

制
度

の
指

定
時

(2
0
02

年
)か

ら
大

き
く

成
長

し
、

国

内
通

信
量

(2
0
0
9

年
度

)は
発

信
：
2
,2

0
2

百
万

時
間

(国
内

発
信

全
体

に
占

め
る

シ
ェ

ア
5
2
.9

%
)、

着
信

：
2,

06
3

百
万

時
間

(同
着

信
シ

ェ
ア

4
9
.6

%
)に

成
長

し
、

携
帯

電
話

事
業

者
と

の
接

続
な

く
し

て
電

気
通

信
事

業
が

展
開

で
き

な
い

状
況

で
す

。
こ

の
た

め
携

帯
電

話
事

業
者

(特
に

第
二

種
指

定
電

気
通

信
事

業
者

)が
設

定
す

る
接

続
料

が
市

場
に

及

ぼ
す

影
響

は
多

大
で

あ
り

、
接

続
事

業
者

及
び

利
用

者
に

対
し

て
適

正
な

水
準

お
よ

び
検

証
可

能
で

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
制

度
に

つ
い

て
は

、
前

者

に
相

当
す

る
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

規
則

会
計

規

○
 

こ
れ

ま
で

も
繰

り
返

し
述

べ
て

き
た

と
お

り
、

移
動

体
の

よ

う
な

設
備

競
争

が
機

能
し

て
い

る
市

場
環

境
下

で
は

、
各

事
業

者
が

自
ず

と
効

率
的

な
設

備
構

築
・
運

用
を

図
っ

て

い
く
こ

と
に

な
る

た
め

、
ボ

ト
ル

ネ
ッ

ク
設

備
が

存
在

す
る

固

定
市

場
の

よ
う

に
規

制
を

課
す

る
必

要
性

は
認

め
ら

れ
ま

せ
ん

。
従

っ
て

、
接

続
料

規
制

を
含

む
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

制
度

は
基

本
的

に
不

要
で

あ
る

と
考

え
ま

す
。

ま
し

て
、

左
記

意
見

の
よ

う
に

、
第

一
種

指
定

電
気

通
信

設
備

制
度

と
同

等
の

規
制

を
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設

備
制

度
に

導
入

し
、

規
制

を
更

に
強

化
す

る
必

要
は

な
い

も
の

と
考

え
ま

す
。

 

（
Ｋ

Ｄ
Ｄ

Ｉ）

 

○
 

御
意

見
に

つ
い

て
は

、
本

省
令

案
と

は
直

接
関

係
が

な

い
も

の
で

あ
る

が
、

参
考

と
さ

せ
て

い
た

だ
き

た
い

。
 

な
お

、
接

続
ル

ー
ル

答
申

に
示

さ
れ

て
い

る
と

お
り

、
一

種
指

定
制

度
も

、
制

度
創

設
以

降
、

累
次

の
見

直
し

を
経

て
、

現
在

の
接

続
料

算
定

の
考

え
方

が
整

理
さ

れ
て

き
た

こ
と

を
踏

ま
え

、
二

種
指

定
制

度
で

も
、

ま
ず

は
接

続
料

算

定
の

基
本

的
枠

組
み

を
整

理
す

る
こ

と
を

主
眼

と
し

、
そ

の

精
緻

化
は

、
今

後
必

要
な

範
囲

内
で

漸
進

的
に

行
っ

て
い

く
と

い
う

方
針

を
採

用
す

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

接
続

料
の

算
定

方
法

に
つ

い
て

は
、

「
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

制
度

の
運

用
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
が

昨
年

制
定

さ
れ

た
と

こ
ろ

で
あ

り
、

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
引

き
続

き
注

視
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 

 

9



   

則
案

が
今

回
制

定
さ

れ
る

運
び

に
あ

り
ま

す
が

、
後

者
相

当
は

「
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

制
度

の
運

用
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
(以

下
、

「
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
と

い
い

ま
す

。
)

に
留

ま
っ

て
い

ま
す

。
 

こ
の

た
め

接
続

事
業

者
は

算
定

根
拠

を
知

る
こ

と
が

で

き
ず

、
適

正
性

を
客

観
的

判
断

し
て

い
く
に

は
不

十
分

な
状

態
に

あ
り

ま
す

。
つ

い
て

は
、

貴
省

が
実

施
す

る
検

証
結

果

の
公

表
な

ら
び

に
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

省
令

化
を

要
望

し
ま

す
。

 

本
案

に
係

る
接

続
会

計
報

告
書

は
提

出
と

公
表

が
義

務
付

け
ら

れ
て

い
ま

す
が

、
繰

り
返

し
に

な
り

ま
す

が
、

貴

省
に

て
実

施
さ

れ
る

接
続

料
算

定
根

拠
に

基
づ

く
検

証
結

果
の

公
表

な
ら

び
に

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
に

係
る

接
続

料
制

度
に

対
す

る
適

時
適

切
な

見
直

し
(「

接
続

料
規

則
」
に

相
当

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
省

令
化

を
含

む
)を

行

い
、

接
続

料
の

低
廉

化
が

図
ら

れ
る

こ
と

を
要

望
い

た
し

ま

す
。

 

（
フ

ュ
ー

ジ
ョ

ン
･コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

ズ
）
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